
1 子育て支援係

～ 母子手帳(妊婦健診受診票)の交付 ～

～ 安心出産エントリーシステム ～～ 安心出産エントリーシステム ～

【発行場所】小清水町防災拠点型複合庁舎「ワタシノ」保健福祉課　子育て支援係
【受付時間】月～金曜日  8：45～17：30

～ 地域とつながる母子手帳アプリ『小清水町by母子モ』を利用しよう ～

【対　象】①小清水町の妊婦さんで登録希望の方
②里帰り出産のため本町にお住まいの方

緊急時とは

App StoreまたはGoogle Playから
ご利用いただく必要があります。

でアプリをインストールして母子モ
＜アプリダウンロード方法＞

妊娠中の健康記録から、子どもの成長までをスマホでイッカツ管理!!
妊娠から出産・育児までをフルサポートする子育て支援アプリ『母子モ』は、登録無料で使えるサービスです。

　母子手帳は妊娠中のお母さんや、赤ちゃんの健康状態を記録するための手帳で、
乳幼児健診や予防接種などの時に必要です。妊娠したら必ず交付を受けましょう。
　また、毎回の妊婦健診費用を助成する受診票等もお渡ししますので、医療機関で
出産予定日をご確認のうえ、お越しください。

●子育てに役立つ地域情報がすぐに見られる
●母子手帳のバックアップやグラフ化ができる
●カレンダーで予防接種のスケジュールを管理できる
●成長日記として使える（写真アルバム·できたよ記念日）
●離れて暮らす祖父母と成長記録を共有できる　　など

緊急時に自力でかかりつけの病院を受診できない場合に、
妊婦さんを救急車で搬送するシステムです。

● 強いお腹の痛みや張り・大量に出血があり
　 受診が必要と言われた場合
● 陣痛や破水が起こったが、病院へ連れて
　 行ってくれる家族等がいない場合

上記によりかかりつけの産婦人科医から救急車の利用ですぐに受診するよう指示があった場合に
利用できます。利用には、役場での申請手続きが必要となります。
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　高齢者等タクシー利用助成事業では、妊婦・産婦も対象となります。利用には申請が必要になります
ので、役場保健福祉課　子育て支援係にお申し込みください。
【対 象 者】妊婦及び１歳未満の乳児を養育する産婦
【助成内容】町内の移動に限り、券を使用すると300円でご乗車できます。
【交付枚数】対象となる月×４枚（年間最大48枚）
【確認事項】申請時に母子手帳をご持参ください

～ 妊産婦タクシー利用助成事業～

～ 妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業 ～～ 妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業 ～
　町ではより安心して出産・子育てができるよう、妊娠・出産・育児に関する不安や困りごとなど、一人
ひとりの妊婦や子育て世帯に寄り添う伴走型相談支援を行います。合わせて、妊婦等の経済的支援として、
妊娠届出時（妊娠の確認）に５万円、妊娠確認後に、妊娠しているこどもの人数×５万円を支給します。
支給にあたり､保健師との面談やアンケートの回答が必要となります。

　お母さん、お父さんになる方が安心
して出産を迎えられるように、また、
育児に対する不安を解消・軽減できる
ように、保健師等より出産・子育てに
関するお話や情報提供を実習なども交
えながら行っています。仲間づくりの
場としてもご活用ください。

～ 母親学級・両親学級 ～

教室名

日　程

実　施
内　容

令和７年６月26日
令和７年10月23日

母親学級 両親学級
プレママ＆パパ

子育て支援センター
見学

令和７年４月17日
令和７年８月21日

令和８年２月19日 令和７年12月18日

マタニティライフ
マタニティクッキング

沐浴実習･妊婦体験
手作りおもちゃ

妊娠後期

子育て支援センターの
説明、おもちゃ紹介

【場　所】小清水町防災拠点型複合庁舎「ワタシノ」
【持ち物】母子手帳
【時　間】母親学級　10：00～12：30
　　　　　両親学級　18：30～20：00１コース全４回　申し込み制

～ 小清水町不妊治療費助成事業 ～
　不妊治療を受けている夫婦に対し、経済的負担の軽減を図り安心して子どもを産み育てることができる
環境づくりを推進するため、その費用の一部を助成します。

助成対象者

事業対象

⑴ 小清水町に住所を要する方　⑵ 町税等に滞納がない方
※ ただし、同一の治療に対して、他市町村から同様の給付を受けたまたは見込のある方は除きます
　保険適用により行った治療及び保険適用による治療と合わせて行った先進医療に限り、次の治療を対
象とします。
①一般不妊治療：タイミング法、人工授精
②特定不妊治療（生殖補助医療）：体外受精、顕微授精、男性不妊手術
③先進医療：健康保険法に規定するもの
④保険適用の治療と合わせて先進医療を行った場合の交通費（距離に応じた額）
※対象治療は夫婦間で行われるものとし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊 
　治療や、第三者の子宮により妊娠、出産するものは含みません
※顕微授精について医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しな
　い等の理由により卵子採取以前に中止した場合を除き、対象とします

※子育て支援センター見学は、子育て支援センターで実施します。


